
※令和８年度保育料

◆給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税　特別徴収税額の決定・変更通知書（納税義務者用）

町民税所得割額等の見方

令和８年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

令和７年度町民税額をもとに保育料を算出 令和８年度町民税額をもとに保育料を算出

１１月 １２月 １月 ２月 ３月

令和〇年度

該当年度のものか確認

税額、町民税の「税額控除前所得割額④」

の額が保育料算定の基となる金額です。

令和８年度の保育料は令和８年４月～８月分は、令和７年度町民税額をもとに、令和８年９月から令和９年８月分は、令和８年度町民税額をもとに

算定いたします。

保育料は以下の書類で確認ができます。

・給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書（納税義務者用）

・住民税決定証明書（※税務課で発行してもらえます。300円の手数料がかかります。）

なお、町民税の税額に関するお問い合わせにつきましては、吉田町税務課住民税部門（0548-33-2107）にお問い合わせください。



◆住民税決定証明書

見本
該当年度のものか確認

保育料算定の基となる金

額です。


